
10月分からの支給額は以下のように変わります。

１０月から「子ども手当」が変わります
申請をお忘れなく！！

（これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、
全ての方が申請が必要です。）

【手当の月額】（平成２３年１０月分～平成２４年３月分）

中学校卒業前までのお子さんを持つ方へ

また、これまでと支給対象となる方が変わる場合があります。
詳しくは、裏面の「一問一答」をご覧ください。

・0歳～3歳未満 ：15,000円（一律）

・3歳～小学校修了前 ：10,000円（第3子以降は15,000円）
・中 学 生 ：10,000円（一律）

※10月分～1月分の手当は平成24年2月に、2月・3月分の手当は平成24年6月に支払われます。

10月分からの子ども手当を受け取るためには、支給対象となる方か

どうか審査しますので、これまで受け取っていた方も含め、対象のお

子さんを持つ全ての方は、お住まいの市町村へ申請をしてください。
（※公務員の方は勤務先へ申請）

申 請 が
必要です

平成24年3月末までに申請をすれば、10月分からの手当を受け取ることができま
す。
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以下の方は速やかに申請して下さい。
（3月までに申請しても遡って受け取れません。）

・10月以降に他の市町村へ転居した方 ・10月以降にお子さんが生まれた方

10月以降に他の市町村へ転居した方は、転出した日（転出予定日）の次の日から、 10月以
降にお子さんが生まれた方は、お子さんが生まれた日の次の日から数えて15日を経過する
までに必ず申請してください。

詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。

す。
ご注意ください！



子ども手当 一問一答

Q1 どうして現在子ども手当を受給している人も申請をするのですか？

A1 新しい法律により支給要件等の変更が行われたことから、改めて支給の対象と
なるかどうかを確認する必要があるからです。

10月からの子ども手当について説明します。

なお、今までの子ども手当や児童手当は、毎年6月に「現況届」の提出が必要
でしたが、平成23年6月は提出を求めず、受給者の方の負担軽減を図っていたこ
ともあり、今回、支給対象となるお子さんを持つ全ての方から申請をしていただ
くことになりましたので、ご理解のほど、よろしくお願い致します。

Q2 子どもが海外に住んでいる場合は子ども手当をもらえないのですか？

A2 お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として子ども手当を受け取ることはで
きません。
ただし、お子さんが海外の学校に留学している方は、子ども手当を受け取ること

ができる場合があります。

Q3 子どもが児童養護施設などに入所している場合は、子ども手当は
もらえますか？

A3 お子さんが児童養護施設などに入所している場合は、原則として入所している
施設の設置者等が子ども手当を受け取ることになります。
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